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１．策定の目的  

近年、人口減少や既存住宅の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い全国的に空

家が増加しており、総務省の住宅・土地統計調査（下表）によると、全国の空家は平成２０

年の７５７万戸から平成３０年の８４９万戸に増加しています。 

北海道においても平成２０年の３７万戸から平成２５年の３９万戸に増加しましたが、平

成３０年では５年前と比較し８千戸減少しています。また、本市も北海道と同様、平成２５

年には空家数が増加しましたが、平成３０年には減少している結果となっています。 

 

総務省 住宅・土地統計調査（令和元年9月30日公表） 
          

   対象 

 

調査年 

全 国 北海道 北広島市 

住宅総数 

(千戸) 

空家数 

(千戸) 

空家率 

(％) 

住宅総数 

(千戸) 

空家数 

(千戸) 

空家率 

(％) 

住宅総数 

(戸) 

空家数 

(戸) 

空家率 

(％) 

平成 20 年 57,586 7,567 13.1 2,730 374 13.7 23,430 1,500 6.4 

平成 25 年 60,628 8,195 13.5 2,746 388 14.1 24,110 1,960 8.1 

平成 30 年 62,407 8,488 13.6 2,807 380 13.5 25,060 1,670 6.7 

空家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景

観の阻害などの問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあ

り、今後、空家が増加すると、問題が一層深刻化することが懸念されています。 

 

このようなことから、国では、地域住民の生活環境の保全を図り、空家等の活用を促進す

るため、平成２６年１１月２７日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」

という。）を公布し、平成２７年２月２６日には、法に基づく「空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）が示され、市

町村は、必要に応じて「空家等対策計画」を策定し、各地域内の空家等に対する行政として

の基本姿勢を住民に対して示しつつ、空家等の活用策についても併せて検討することが望ま

しいとしています。 

また、同年５月２６日には、市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び「特

定空家等に対する措置」に係る手続について、「特定空家等に対する措置に関し、その適切

な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」（以下「ガイドライン」という。）が示

され、法の全面施行となりました。 

 

 このような背景を踏まえ、「北広島市空家等の適切な管理に関する条例」（以下「条例」

という。）及び「北広島市空家等対策推進協議会設置条例」を平成２８年４月に制定し、同

年１２月に学識経験者、法務又は建築に関する専門的な知識経験者の方などからなる「北広

島市空家等対策推進協議会」を設置し、協議会での意見を踏まえ、今後の空家等対策を総合

的かつ計画的に進めるため、「北広島市空家等対策計画」（以下「計画」という。）を策定

します。 

第１章 計画策定の目的と位置付け 
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２．計画の位置付け 

本計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」であり、空家等に関する対策を

総合的かつ計画的に実施するため、法第５条に規定する国の「基本指針」及び法第１４条第

１４項に規定する「ガイドライン」に即して策定する計画です。 

また、「北広島市総合計画」を最上位計画とし、人口減少対策を目的とした「北広島市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」、都市づくりに関わる「北広島市都市計画マスタープラ

ン」や住宅施策の基本計画である「北広島市住生活基本計画」などの関連計画等との連携・

整合を図り、空家等対策計画を推進していきます。  

 

●北広島市総合計画（第６次） 計画期間：令和３～１２年度 

  分野別計画 第４章「住みよい環境にかこまれたまち」第２節に居住環境の充実があ

げられ、施策として住み替え等に対する支援体制や方策の検討のほか、有効に活用さ

れていない土地・建物の売却などの流動化、空家対策の推進が示されています。 

 

●北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第２期） 計画期間：令和３～７年度 

人口減少対策を目的とした施策として、移住・定住促進に向けた住み替え支援や空

家の流動化促進などがあげられています。 

   

●北広島市都市計画マスタープラン（第２次） 目標年次：令和１２年 

  市街化区域の土地利用の基本方針で、計画的に整備された戸建、集合住宅地が中心

の専用住宅地は、少子高齢社会における市民の多様なニーズに対応した住宅需要に対

応するため、市街地内の利用されていない土地の有効利用を図るとともに、空家等対

策計画に基づき空家対策を総合的かつ計画的に進め、良好な住環境の創出を図るとし

ています。  

 

●北広島市住生活基本計画（平成２７～令和６年度） 

基本目標の一つである「良質な住宅ストックの形成と有効活用」を図るため、これ

まで形成されてきた既存住宅を有効に活用し、今後も豊かに暮らし続けられるよう、

空家の活用、中古住宅の流通、リフォームなどを促進します。また、民間事業者と連

携した住宅情報の充実などにより、市民や市外からの移住者が住宅取得しやすい環境

形成を目指すとしています。 

 

※この計画では、法律等の表記にならい、固有名詞を除き「空き家」は「空家」と表記しています。  
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１．対象とする地区（法第６条第２項第１号） 

計画の対象地区は、重点地区等は設けず、市街化区域、市街化調整区域を問わず北広島市

全域とします。 

 

２．対象とする空家等（法第６条第２項第１号） 

計画の対象とする空家等については、法第２条第１項で規定する「空家等」と、必要に応

じ法に規定する「空家等」に該当しない空家等も対象とします。 

 

【空家等】（法第２条第１項） 

  この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含

む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

【特定空家等】（法第２条第２項） 

この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお

それのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないこ

とにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ

とが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

【準特定空家等】（条例第２条） 

(3) 準特定空家等 特定空家等に該当しない空家等であって、適切な管理が行われていないこ

とにより周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認め

られる空家等をいう。 

 

※「空家等」に関する補足説明（「基本指針」などによる国土交通省及び総務省の見解） 

① 「居住その他の使用がされていないことが常態である」 

 建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築

物等の使用実態がないことは１つの基準になると考えられる。 

② 「長屋」や「集合（共同）住宅」の場合 

 長屋や集合（共同）住宅については、当該住宅内の全ての住戸が空家となった場合に、当

該住宅は「空家等」に含まれることとなる。 

 

 本市においては、「空家等」に該当するかの判断については、これらの国の見解を踏まえて判断

することとなります。 

  

第２章 空家等対策に関する基本的方針 
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３．空家等対策に関する基本的な方針（法第６条第２項第１号） 

適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するためには、法第３条におい

て、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管

理に努めるものとする」と規定されているように、第一義的には空家等の所有者等が自らの

責任により的確に対応することが前提となりますが、空家等の中には、所有者等の意識や経

済的な事情などから適切な管理が十分に行われず、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。 

このため，倒壊等の事故や火災、犯罪等を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすこ

とができる生活環境を確保するとともに、地域の活性化を目指し、空家等の状況に応じて、 

① 空家等の発生抑制 

② 空家等の利活用の促進 

③ 管理不全な空家等の防止と解消 

④ 空家等対策に関する実施体制の整備 

の四つを柱とした「空家等対策」を推進します。 

 

４．計画期間（法第６条第２項第２号） 

本計画の計画期間は、最上位計画の「北広島市総合計画（第６次）」や関連計画と整合性

を図り、令和３年度（２０２１年度）から７年度（２０２５年度）までの５年間の計画とし

ます。なお、国の空家政策の動向や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて適宜計

画の見直しを行うこととします。 
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１．空家等の調査（法第６条第２項第３号） 

国の「基本指針」では、「市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには既

存の統計資料も活用しつつ、まず市町村の区域内の空家等の所在やその状態等を把握するこ

とが重要である」、また、空家等の「居住その他の使用がされていないことが常態であるも

の」とは、「建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を

通して建築物等の使用実績がないことは１つの基準となると考えられる。」としています。 

 

（１）空家に関する意向調査 

本市では、平成２８年度において市上水道の使用状況や固定資産税台帳、住民基本台帳、

市内の町内会・自治会に対するアンケート調査を経て、平成２８年４月１日時点で概ね１年

程度以上建物の使用がされていないと思われる戸建て住宅を基本として、総数３９２件の所

有者等への「北広島市内の空家に関する意向調査」を行い、その調査結果を参考として所有

者等に対する支援等の取り組みを進めてきました。 

その後、所有者等の高齢化やライフスタイルの多様化等による空家等の増加を踏まえ、令

和２年１月に２７５件の所有者等に対し、利活用や支援等に関する２回目の「意向調査」を

行いました。今後についても、意向調査の結果を参考として、空家等の発生抑制に向け対策

を進めます。 

 

（２）現地調査 

平成２９年２月に実施した意向調査の結果、「住んでいる」、「貸している」、「売却し

た」、「解体した」などの空家以外が７５件で、「現在空家となっている」は１６５件との

回答でしたが、未回収の１４４件と送付先不明の８件を含めた３１７件を対象として、平成

２９年１０月に現況確認調査を行いました。 

 この調査結果をもとに、解体済みの状況や居住の有無、また市民から寄せられた情報等を

整理し平成３０年１月に空家データベースを整備しました。 

今後は、空家等に関するデータベースから、特定空家等となる可能性がある建物に対し

て、法第９条第１項又は第２項に規定する現地調査を行い、「北広島市特定空家等の認定基

準」を基に、倒壊等による危険性、保安上の危険、衛生上の問題、景観の問題及び周辺の生

活環境の保全などの状態を確認し、実態把握に努めます。 

また、市民から寄せられた情報や、市役所各部署の情報を基に追加の現地調査などを行

い、その都度、データベースの更新を行います。 

 

２．所有者等による空家等の適切な管理の促進（法第６条第２項第４号） 

法第３条及び条例第４条にも規定されているとおり、所有者等は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等を自らの責任において適切に管理しなければならなく、特に積

雪寒冷地である本市では、冬期の積雪や低温等による家屋の劣化が進みやすく、腐朽・破損

が進行し周辺環境に悪影響を与えることや、屋根雪やつららの落下、倒壊及び部材の飛散等

第３章 空家等の発生抑制 
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により、第三者や周辺家屋等に被害を及ぼした場合は、被害者から損害賠償など管理責任を

問われることもあります。 

このため、所有者等がこうした空家等の問題を認識し、適切な維持管理の重要性を十分理

解してもらう必要があることから、空家等に対しての適切な維持管理について、広報紙やホ

ームページ、パンフレットなどにより周知を図ります。 

 

３．空家等の発生抑制の取組み 

高齢化の進行により、今後も高齢者人口は増加していくと考えられ、さらには一戸建て持

ち家で暮らす単身高齢者の増加による空家等の予備軍は増加傾向にあると予想されます。 

空家等の増加を抑制するためには、新たな空家を発生させない取り組みが重要となるた

め、安心して住み続けられる住宅の増加を図り、既存住宅に長く住んでもらうことと、住み

替え支援の仕組みができれば、空家等の発生を予防することにつながることから、今後も空

家を発生させない施策の取り組みを行う必要があります。 

計画改定時において取り組んでいる施策は下記のとおりです。 

 

（１） 安心して住み続けられる支援事業 

 ・住宅リフォーム支援事業 

住宅のリフォームに要する費用の一部を助成することにより住宅の改修を促進し、も

って快適な住環境の整備並びに市内の建設産業の振興及び雇用の安定を図ることを目的

としています。 

 ・木造住宅耐震診断・改修支援事業 

木造住宅の耐震診断、耐震改修工事に要する費用について補助金を交付することによ

り、地震に対する木造住宅の安全性の向上及び災害に強いまちづくりの推進を図ること

を目的として、昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅の耐震化促進を図って

います。 

 

（２）住み替え支援事業 

少子高齢化が著しい北広島団地地区における「住み替え」支援の仕組みを構築し、高齢者

の住み替え及び若い世代の北広島団地地区への移住を支援することにより、地区における若

い世代の人口割合を高め、北広島団地地区の活性化、ひいては北広島市の活性化を図ること

を目的として、平成２８年９月に、市、金融機関、都市再生機構、建設業者、不動産業者が

連携し、「北広島市住み替え支援協議会」を設置しました。 

協議会では、それぞれの専門的見地からの意見交換や住み替えの仕組み構築及び支援方策

の検討を行います。 

また、家族構成の変化や身体能力の低下などから、「家が広すぎて維持管理が大変」、「病

院の近くの便利なところへ引っ越したい」など、より利便性の高いところへの住み替え意向

をお持ちの高齢者世帯が増えていることから、市では、高齢などで自宅の維持管理が困難に

なった方の、お住まいの相談を受けています。 
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・住み替え支援セミナー 

  高齢者住宅の種類や入居に際して必要な費用、また住み替え後の住宅の活用方法等に

ついて、専門家や市職員が説明します。 

・住み替え支援バスツアー 

  北広島市内の高齢者住宅をバスで訪れ施設内を見学します。 

・空き家相談会 

空家の所有者等が不動産事業者等と直接相談できる機会を設け、貸したい、売りたい

等の意向を持った所有者等に空家の活用や処分を促します。 
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１．空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進（法第６条第２項第５号） 

空家等の中には、適切に管理されているものや、修繕等を行えば活用できるものもあるこ

とから、空家所有者等への意向調査により把握した要望等を参考としながら、移住・定住者

等の受け皿になることを想定し、利活用の促進に関する支援事業などの情報提供を行う必要

があります。 

計画改定時において取り組んでいる施策は下記のとおりですが、今後も空家等対策を効果

的に進めるための施策に取り組みます。 

 

（１）空き地・空き家バンク 

土地の有効利用や家屋の再生を地域全体に広め、市内への定住促進と地域の活性化を図る

ため、市と協定を締結している宅地建物取引業者と連携して「北広島市空き地・空き家バン

ク」を設置し、市内の不動産の流動化促進を図っています。 

この制度は、空地や空家を売りたい方や貸したい方と、買いたい方や借りたい方に物件の

情報を提供しています。 

また、北海道では，移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図るため，道内全域を

対象区域とする「北海道空き家情報バンク」を開設しており、本市も北海道と連携し、市内

の空家等の情報を掲載しています。 

 

（２）空き家流動化促進事業（空き家解体補助金） 

市内において空家等を解体する方に対しその費用の一部を補助することにより、土地の有

効活用を図り、もって定住の促進に寄与することを目的としています。 

 

（３）リユース住宅活用サポート事業 

居住のために中古住宅を取得した方に対して、リフォームに要する費用の一部を補助する

ことにより、既存住宅の流動化及び活用を図り、定住の促進に寄与することを目的としてい

ます。 

  

第４章 空家等の利活用の促進 
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１．管理不全な空家等の防止 

空家等は個人の財産であり、所有者等が適切に維持管理すべきものです。しかし、放置さ

れた空家等の危険性や周囲へ及ぼす悪影響などを認識していない所有者等もおり、適切な維

持管理が行われていない場合があります。 

所有者等がこうした空家等の問題を認識し、適切な維持管理の重要性を十分理解してもら

う必要があることから、空家等の調査により判明した所有者等に対しては、必要に応じて助

言又は指導の措置を講じて、空家等の状況や各種支援制度の情報提供をし、所有者等の自発

的な対応を促します。 

 

２．特定空家等の認定 

 特定空家等の判断について、「基本方針」では「国が示すガイドラインを参考として、各

市町村において地域の実情を反映した、適宜固有の判断基準を定めることにより、特定空家

等に対応することが適当」とあり、「ガイドライン」で「判断に際して参考となる基準」が

示されています。また、北海道による「市町村による特定空家の判断の手引き」が示されて

おり、これらを参考として、市では「北広島市特定空家等の認定基準」を作成しています。 

 この認定基準による調査結果と、条例で「特定空家等の認定」については、北広島市空家

等対策審議会において調査審議する事項としており、審議会におけるご意見を伺い判断する

こととしています。 

 

３．特定空家等に対する措置（法第６条第２項第６号） 

特定空家等と認定された所有者等に対しては、法第１４条において段階を追って「助言又

は指導」「勧告」「命令」「代執行」の措置をとることができることが規定されています。 

また、これらの措置を講ずるかどうかについて、「ガイドライン」では、まず「周辺の建

築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か」等を判断し、あると判断され

た場合、「その悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否か、またもたらされ

る危険性について切迫性が高いか否か」等によって判断するとなっており、特定空家等の状

況に応じどのような措置が必要になるか個別に判断して対応していきます。 

なお、「代執行」の措置については、条例で北広島市空家等対策審議会において調査審議

する事項としており、審議会におけるご意見を伺い判断することとしています。 

 

（１）助言又は指導（法第１４条第１項） 

助言又は指導により告知する事項は、特定空家等の所有者等に対して、助言又は指導の内

容及びその事由、助言又は指導の責任者を明確に示すとともに、助言又は指導をしたにもか

かわらず、相当の猶予期限が経過した後もなお、改善されないと認められるときは、勧告を

行う可能性があること、勧告をした場合は、地方税法の規定に基づき、特定空家等に係る敷

地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることについて示し、所有者等

自らの改善を促します。 

第５章 管理不全な空家等の防止と解消 
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相当の猶予期限とは、助言又は指導を受けた者が必要な措置を行うことにより、その周辺

の生活環境への悪影響を改善するのに通常要すると思われる期間を意味します。具体の期間

は対象となる特定空家等の規模や措置の内容等によって異なりますが、物件を整理するため

の期間や工事の施工に要する期間を合計したものを標準とします。(勧告以降の措置も同じ) 

助言又は指導を受けた特定空家等が改善されないと認められるときは、特定空家等の所有

者等に対し、繰り返し助言又は指導を行うべきか、必要な措置を勧告すべきかどうか、勧告

する場合はどのような措置とするか等について検討します。 

 

（２）勧告（法第１４条第２項） 

助言又は指導をした場合において、なお特定空家等の状態が改善されないと認めるとき

は、特定空家等の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告

することができ、勧告を行う場合は、その特定空家等の所有者等に対して、勧告に係る措置

の内容及びその事由、勧告の責任者を明確に示すとともに、勧告に係る措置を実施した場合

は、遅滞なく勧告の責任者に報告すること、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら

なかった場合、命令を行う可能性があること、地方税法の規定に基づき、特定空家等に係る

敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることについても示し、所有

者等自らの改善を促します。 

 

（３）命令（法第１４条第３項～第８項） 

勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、

特定空家等の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けてその勧告に係る措置をとることを命

ずることができ、その措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その命じようとす

る措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置

を命ぜられる者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会が与えられます。 

この通知書の交付を受けた者は、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を

行うことを請求することができ、市長は、意見の聴取の請求があった場合においては、措置を命

じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行います。 

事前の通知に示した意見書の提出期限までに意見書の提出又は意見聴取の請求がなかった

場合、意見書の提出又は意見聴取を経てもなお命令措置が不当でないと認められた場合は、

措置を命令することができ、その措置の内容は明確に示すとともに、特定空家等がどのよう

な状態にあって、どのような悪影響をもたらしているか、その結果どのような措置を命ぜら

れているのか等について、所有者等が理解できるように措置の事由を提示します。 

また、当該命令は行政争訟の対象となる処分であり、命令に対し不服がある場合は、行政

不服審査法第２条の規定により市長に審査請求をすることができることから、同法第８２条

第１項の規定に基づき当該処分につき審査請求をすることができる旨について示します。 

 

（４）代執行（法第１４条第９項） 

 上記の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないと

き、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行
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政代執行法の定めるところに従い、代執行をすることができることとされています。 

 代執行にあたっては、相当の履行期限を定め、その期限までに義務の履行がなされないと

きは、代執行をする旨を戒告しなければなりません。 

また、戒告を行う際には、命令と同様、行政不服審査法第８２条第１項の規定に基づき、

書面で必要な事項を相手方に示します。 

相当の履行期限とは、戒告は、その時点において命令に係る措置の履行がなされていない

ことを前提として、義務者が自ら措置を行うように督促する意味をもつものであるから、少

なくとも戒告の時点から起算して当該措置を履行することが社会通念上可能な期限となりま

す。 

 戒告において定められた措置命令の履行期限までに履行がなされないときは、直ちに代執

行令書による通知の手続に移らず、再度戒告を重ね、義務者自らそれを履行する機会を与え

ることも考えられ、どの時点で代執行を実行するかについては、客観的事情から義務の履行

期限を更に延長することが社会通念上許され難い状況にあるのか、又は再戒告により義務者

自身による履行が期待されるのか等の状況を勘案して判断します。 

義務者が戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、代執行令書をも

って、代執行をなすべき時期、代執行責任者の氏名、代執行に要する費用の概算による見積

額を義務者に通知します。 

なお、代執行令書を通知する際には、命令を行う際と同様、行政不服審査法第８２条第１

項の規定に基づき、書面で必要な事項を相手方に示します。 

代執行に要した一切の費用は、義務者から徴収します。その徴収すべき金額は、実際に代

執行に要した費用で、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補

償料等が含まれますが、義務違反の確認のために要した調査費等は含まれません。 

 

４．準特定空家等に対する措置 

 特定空家等に該当しない空家等であって、適切な管理が行われていないことにより周辺の

生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を

条例により、準特定空家等と規定しています。 

また、準特定空家等の所有者等に対し、当該準特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の

伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をするこ

とができるとしています。 

このことから、特定空家等に該当しない管理不全な空家等の所有者等に対しても、適切な

管理をお願いする助言又は指導をして、自発的な対応を促します。 

 

５．緊急安全措置 

空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急

の必要があると認めるときは、条例の「緊急安全措置」として、所有者等に代わって、市が

危害を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができ、その費用を当該空家等の

所有者等に請求することができると規定しています。  
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１．住民等からの空家等に関する相談への対応（法第６条第２項第７号） 

空家等に関する相談の内容は、所有者等自らによる空家等の今後の活用方針に関するもの

から、老朽化等による倒壊の危険性のほか、防犯上や放火等の火災発生の危険、ごみの不法

投棄や雑草・害虫の発生など、様々な要因があるため、解決に必要な措置や対応が多岐にわ

たります。 

空家等及び住宅関連の施策については、平成３０年度（２０１８年度）から主な窓口が

「市民環境部市民参加・住宅施策課」に一本化されましたが、空家等対策を効果的に実施す

るため、関係機関や団体等と連携して対策を進めます。特に、空家等に関する情報を持つ市

と、売買や管理等に係る様々なノウハウを持つ民間事業者等との連携強化を図ります。 

 

２．空家等に関する対策の実施体制（法第６条第２項第８号） 

本市では、空地や空家が起因する問題に、円滑に対応するために、市の関係部局による

「空き地・空き家の適正管理に関する検討会議」を設置し、関係部局の役割や連携、情報共

有など、空地・空家対策に取り組んできました。 

空家等に関わる問題は、倒壊の危険性などのほか、生活環境、防災、防犯など多くの問題

が複合的に絡み合っていることから、市の関係部局が連携して対応するため、寄せられた情

報については、データベース化し、対応経過などの記録を共有するとともに、効果的な施策

の検討を進めていきます。 

 また、空家等及び住宅に関連する業務の効率的な行政運営や市民サービスの向上を図って

いきます。 

 

《空家等及び住宅に関する業務内容及び担当》  

業 務 内 容 担 当 部 署 

空家に関すること 

市民参加・住宅施策課 

空き地・空き家バンク制度 

空き家流動化促進事業（空家解体） 

住み替え支援事業（セミナー・空家相談会など） 

住宅リフォーム支援事業 

リユース住宅活用サポート事業 

空家等の譲渡所得3,000万円特別控除 

木造住宅耐震診断・改修支援事業 
建 築 課 

市営住宅・道営住宅の入居に関すること 

住宅用省エネルギーシステム設置補助 
環 境 課 

一般住宅用太陽光発電システム設置事業補助 

 

第６章 空家等対策に関する実施体制の整備 


